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は じ め に

平成16年（2004年）12月3 日に政府開発援助（ODA ）の中期政策の政府案が発表された。平成11

年（1999年）に作成された中期政策の改定であり、平成17年度から実施される。筆者は、平成15年

度に外務省の依頼により、「ODA 中期政策評価検討会」に委員として参加して、平成16年度までのODA

中期政策の意義・内容等を評価し、その見直し作業の参考として提言を行った。1

中期政策の上位政策であるODA 大綱は平成4 年に閣議決定されているが、平成15年8 月に改定

された。筆者は、その原案に対して投稿を行い、「なぜ「国益重視」のODA なのか：新ODA 大綱

の問題点」を、『世界週報』（時事通信社）の平成15年（2003年）9月9 日号に掲載した。また、パリ

に本部のある経済協力開発機構（OECD ）の開発援助委員会（DAC ）は、平成15年12月に発表した

対日援助審査報告書の中で、援助戦略において「国益が優先しない」ことを勧告している（3.1 節で

詳述）。

上記の新中期政策案に対する筆者の投稿文は平成17年3 月に『世界週報』誌でODA 見直しの特集

の一文として掲載されており、ODA 政策を評価することは時期にかなっている。筆者は上記ODA

中期政策評価に関わったので、本論文では、筆者の専門分野のひとつである開発計画論からの接近

方法を中心に、ODA 政策の評価を行う。

対象期間は平成4 年の旧ODA 大綱からであるが、主な中心は平成10年の中期政策開始からであ

る。論文の主な分析項目としては、政策の設計ないし内容である。

分析方法としては、政策評価においても、DAC 推奨の5 項目2にそって評価できるが、それは本

来プロジェクト対象であり、また上記中期政策評価でも行っているので、本論文では開発計画論か

らの分析を中心とする。一般の経済政策論も考慮して、計画・政策の評価を行う。ODA

政策は日本の外交の一部として評価することも必要であるが、筆者の専門分野が開発経済

学であるので、本論文の中心テーマとはしない。

*東洋大学国際地域学部教授
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1 。0DA の推 移 と国 際 動向

まずODA 総額をみると、平成10年(1996年)を境に急激に減少している。援助世界一の座を下り

て、フランス、イギリス、西ドイツと同じ水準に近くなっており、他の主要援助国が援助額を増加

させようとしている中で、援助額の急激な減少は他の援助国のみならず被援助国からも批判の声が

上がっている。

図1 は近年の二国間ODA の推移であるが、同様の傾向はみてとれる( 分類別の内訳は後述)。

図1 二国間ODA の分類(

単位:百万us ドル)
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出所：外務省「ODA 白書」各年版を利用して、筆者作成。分類の内容は付表l参照。

一方、冷戦終了の後を受けて、1996年にDAC 新開発戦略『21世紀に向けて：開発協力を通じた貢

献』)が発表されて3、貧困削減が援助の最重要課題となった。そして、2000年のミレニアム国連総会

において、絶対貧困層を2015年までに半減することを中心とする国連ミレニアム開発目標(MDGs)

が採択された。

援助政策の手段においては、急速な変化が見られる。援助のアンタイド化、対外債務の放棄、政

策条件の付与、共通援助予算の導入、援助業務の共通化などである。

2 。 全 体 の政 策 体 系

本章では、ODA 全体の政策体系を評価して、次章以下で大綱と中期政策をそれぞれ評価する。

2 。1 政策の内容

外務省ホームページによれば4、ODA の政策的枠組みに関する図と説明がある。それによると、全

体像として、大綱、中期政策、国別援助計画・分野別イニシアティブ、個別プロジェクトとなってい

る。それぞれの説明としては、大綱は「政府の開発援助の理念や原則等を明確にするために策定し
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たもの（平成15年8 月閣議決定）」、中期政策は「今後5 年程度を念頭に、わが国ODA の基本的考え

方、重点課題、地域的援助のあり方等を明らかにしたもの。（平成11年8 月対外経済協力関係閣僚会

議で決定の上、閣議報告）」

国別援助計画・分野別イニシアティブについては、「今後5 年間程度を目途としたわが国の援助計

画・政策を示すもの。ODA 大綱、ODA 中期政策の下に位置付けられ、具体的な案件策定の指針と

なることを目指す。国別援助計画については、2000年より2002年末までに15か国につき策定。分野

別イニシアティブについては、2002年末までに感染症、教育等につき策定。」

時間の流れで述べると、平成4 年（1992年）6 月に旧ODA 大綱、平成11年（1999年）8月に中期

政策、平成15年（2003年）に新ODA 大綱、平成17年（2005年）初に新中期政策となっている。

国別援助計画は平成12年から作成しているが、国別援助方針は平成5 年（1993年）から主要国に

ついて作成されている。

平成4 年の旧大綱と並存して、第5 次中期目標がある。ODA 第5 次中期目標は平成5-9 年（1993-97

年）を対象として、5 年間のODA を支出純額ベースで700億ドル～750億ドルにすることが目指

されている5．ここまでは、ODA の量的拡大期である。

その後、図 目こみるように、ODA が急激に減少する。これは、バブル経済後の長引く経済不況と、

大幅な財政赤字（GDP に占める比率が－6.8％≪）などによるものである。

2。2 政策の評価

まず平成4 年（1992年）から平成9 年（1997年）までは、旧大網と第5 次中期目標が対応してい

る。大綱が政策内容を関わるのに対して、中期目標は量的拡大を述べたものとして考えられる7．重

要なことは、政策を実現するための予算措置が採られているということである。1999

年から2003年までは、旧大綱と中期政策が並存している。平成11年の中期政策については、

量的な拡大を国際的にも求められて5 次までの中期目標を掲げたことの継続と見ることができる。

しかし、「厳しい日本の経済財政事情の下で、ODA の質の向上が一層求められており、今次（平成

目年）策定の中期政策には数値目標は掲げられていない。」8

旧大綱は閣議決定であるが、中期政策は平成11年8 月対外経済協力関係閣僚会議で決定の上、閣

議報告されており、アクションプラン的な位置づけと言うことも出来る。しかし、平成9 年（1997

年）までと違って、政策の実現化を支える予算措置がない。しかも、平成8 年からODA 予算は大幅

に減少しているが、その中でどの項目を減少させるのか、減少した予算の中でどのように資金配分

を行うのかの記述がない。また、省庁の予算規模についても、大きな変化はない（表1 参照）。有償

資金協力の削減で財務省の比重の低下があるが、外務省の予算の増減率に大きな変化はない。
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表1 省庁別ODA 予算（一般会計）

平 成9 年 度 平 成13 年 度 平 成16 年 平成17 年 度1997200120042005

一 般 会 計 予 算 （政 府 案）
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出所: 外務省『ODA 白書』各年版を利用して筆者作成。

3 。0DA 大 綱 と15 年度 の改 定

本章では、平成4 年（1992年）6月に閣議決定された旧大綱と平成15年（2003年）に改定された現

大綱を評価する。

3 。1 旧大綱の評価

まずODA 白書の平成14年（2002年）版の資料に旧大綱が記述してある。旧政府開発援助大綱は、

次のように構成されている。1. 基本理念、2. 原則、3. 重点事項、4. 政府開発援助の効果的実施

のための方策、5. 内外の理解と指示を得る方法、6. 実施体制等。

「1. 基本理念」は記述的なものであり、『我が国の政府開発援助』平成4 （1992年）版によれば9、

それまで我が国援助の基本的理念とされてきた「人道的配慮」と「国際社会の相互依存性の認識」

に加えて、「環境の保全」を基本理念として掲げ、「開発途上国の離陸に向けての自助努力を支援す

ること」を我が国に援助の基本とする。

また、人道的配慮と相互依存性の認識は、昭和44年（1969年）に発表された「ピアソン報告」及

び昭和50年（1980年）のブラント委員会報告において言及されて、その後援助国にほぼ共通の援助

理念として定着している10。

それでは、評価結果として、まず全体的な構成について、実施体制や個別分野別目標まで「開発

問題の百科全書的」内容を網羅するODA 大綱11となっている。それまで政策がまとまった形で発表

されておらず、また立法府が直接関わらない行政府主導の大綱であるためにやむをえない措置と考
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えられる。

それでは、開発計画論に沿って、筆者が政策目標を分類・整理したのが表2 である。一般的な政策

目標は多くの識者が同意するものを挙げているが、長期の目標の「（分類）」の分け方は筆者独自の

ものである。表をみてわかることは、大綱の政策目標が長期の目標に対応しているということであ

る。

表2 政策目標の分類

重 点 課 題 の 評 価: 政 策 目 標 別 分 類 東洋大・坂元

政策目標 (分類)
開発ニーズ(

対政府以外も
含む)

開発目標・課題(

政府ベース、
ニーズでもある)

S 本ODA の目根・謨m
留意点

旧大綱
中期政俊

基本的考え方 重点課爾

経済

社
会
政
策

短

期の

目

標

国瞭収支の5St善 ○外賀 ○(短期の課題) ○アジア通貨危機支援

インフレの抑制 △外貨

失業削減

長期

の
目
標

資源配分の効率化
秩序 o 経済自由化 ○経済自由化

構造 ○價務問題への取り組み

持続的成長
経済内

資本(
直接)

○直接投資 経済成畏 △アジア通貨危機支援

資本(
間接)

○インフラ投資
△経爵インフラ(

新規及び更新)

経済的相互

依存性

○経済インフラ支援
○債務問題への取り組み

労働 ○人材宵成・知的支援

経済外 ○環境保全 osa 境保全 吸境保全
○地球規模問題への

取り組み(環境保全)

所得分配の是正

所得
形成遇程 自助努力 自助努力

生産セクター
支援がない

s 泉過程 ○保健医療、紋育 人道的支援
社会開発DAC

新開発戦略
△社会開発分野への支援

所得外 ○環境保全 m 境保全
△地球規模問題への

取り組み(環塊保全)x
防災と災客復興

政
治
改
革

平和の実現 ○ ○ △紛争と開発

政治民主化 △民主化支援

留意点 生産セクター、経済インフラに民活の波。

出所:筆者作成。

3 。2 新大綱の評価

まず全体的な内容であるが、前節の旧大綱のところで述べたように、「百科全書的」内容は引き継

がれている。これは、旧大綱のときと立案の体制が変わっていないことなどが原因である。

政策内容については、新大綱の本文の最初に、「我が国ODA の目的は、国際社会の平和と発展に

貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資するものである。」とある。これに対して、筆

者が『世界週報』の平成15年9 月9 日号に載せた論文(「なぜ国益重視のODA なのか」)で批判した。

同様に、OECD の開発援助委員会(DAC) は、同年12月に発表した日本の援助審査報告書13の中で、

日本政府に対するDAC 勧告として、最初に戦略面を挙げて、「ODA 大綱の実施にあたり、日本は、ODA

の第一の目的が援助受入国の開発であることを強調すべきであり、より狭い国益が、この目的

に優先しないことを確保すべきである。」(外務省訳) と述べている。

他のドナーについては、英国は平成14年(2002年)に国際開発法を制定し、スエーデンは平成7 年(1995

年) に同様の法律を制定している。英国の上記法律によれば、貧困削減を援助の唯一の目標

とし、今後も援助の他の目標( 自国企業の優遇一タイトー) などに資することがないように決めら

れている13．こうした国際潮流と異なる政策を日本はとったことになる。
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4 。中 期 政 策 と16 年 （2004 年 ） の改 定

本章では、まず平成11年（1999年）から平成17年（2005年）までの中期政策の評価を行い、次に

平成17年12月3 日に公表された政府作成の新政策案へ評価を行う。

4。1 中期政策の評価

現行の平成17年までのODA 中期政策（1999年策定）の構成は、以下の通りである。

・基本的考え方

・重点課題

・地域別の援助のあり方

・援助手法

・実施・運用上の留意点

政策評価については、冒頭で述べたように、筆者は平成16年に外務省の委託により「中期政策評

価検討会」に参加して他の委員と共に政策評価を行ったので、本論文では筆者の専門分野である開

発計画論を中心とした接近方法で評価を行う。以下が評価結果である。

評価1

中期政策の構造が明確でない。一般的には、総合的な枠組みとして、以下が考えられる。

・理念、上位目標、下位目標、（援助）手段、重点部門・課題、重点地域・国で構造化する。次に、

重点部門・課題毎に、目標、手段、重点地域・国を構造化。最後に、地域別・国別に構造化。現行

の中期政策の重点課題を、下位目標に入れることは可能。

・目標、手段の分類としては、まず経済、社会、政治の分野に分けて、それぞれをマルチ・セクター・

分野と個別セクター・分野に分ける。経済・社会については、社会インフラ＆サービス、経済インフ

ラ＆サービス、生産セクター、マルチ・セクターの4 分類で呈示する。

中期政策では構造が明 確でなく、整合性がわからないし、そのためにアウトカムが不明瞭。目標、

手段 を分類した方が、整合性やアウトカムが明瞭になる。

また、中期政策の理念は、一般的な理念とは言えない。国際的に理解さ れない。理念は、経済分

野で は、公平(equity ）、成長（growth ）、効率（efficiency）の3 つ。短期的 な安定（stability） も加

えられる。ODA

白書に上記4 分類 による数値 が掲載（付表1 ） されているが、 政策としての記述 はない。
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評価2

中期政策に挙げられている重点課題には必ずしも主要課題とみなされないものが含まれている。

重点課題が、従来からの課題と新たな課題が混ざり合っている状態になっている(表2 参照)。よっ

て、資金面あるいは政策面での正しい重点が不明である。

評価3

「貧困対策や社会開発分野への支援」について、受益者そして受益国が我が国の本来の政策目標

に対応していない。昨今の「貧困対策や社会開発分野への支援」は、欧州主導で形成されたニーズ

である。米国は民間に委ねるという意味で従来のニーズを削減している。

日本特有の思想である自助努力の対象は、絶対貧困層ではない。また、貧困問題は基本的に国内

問題であり、昨今の国際問題ではない。開発ニーズに対応するには、当該国政府その他の政策がま

ずあって、その次に援助政策がある。絶対貧困層に対する援助の役割を再考する必要がある。

評価4

経済インフラへの支援については、その継続の理由が挙げられていない。対象国の経済発展に伴っ

て、より金額のかかる案件が増えて、また国を超えた地域プロジェクトが必要である。受益国が実

行できない多額のインフラ支援は援助の王道である。

評価5

「地域別の援助のあり方」について、世界全体でみた地域の特性や傾向、過去の開発・援助のレ

ビューが示されておらず、地域間の重点が十分に明確でない。各地域内・国別でも同様。

従来からの地域別配分が適切か、今後も続くのかは、十分な分析が必要である。また地域内・国

別では現状分析が多く、基本構造が抜けている場合がある。例えば、アフリカでは'Jージョナル・ア

プローチ（保健も）、東アジアでは発展段階や卒業国。

表3 は筆者が世界の主要な途上地域の重点課題をサーベイしたものである。中期政策にはこのよ

うな地域別の課題が示されていない。例えば、中期政策と世銀の政策の対比でわかることは、日本

が経済インフラ重視であるのに対して、世銀は秩序に対応した自由化政策を打ち出している。また、

政治改革は日本だけの特殊な課題であることがわかる。
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表3 各途上地域の重点課題
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評価6

地域別・国別援助にも「実施・運用上の留意点」が示されるべきである。各地域・国特有の問題

に起因する留意点が必要である。

評価7

「援助手法」ではなく、総合的に援助手段と目標との整合性が論じられるべきであるが、そうなっ

ていない。中期政策の「援助手法」は援助手段行使上の留意点という内容に過ぎない。例えば、ODA

の有償資金協力は、その他政府資金(OOF) との関係で検討されるべきであるが、実質的な連携が

あるとの説明が不十分である。付表2 でみるように、OOF の金額は大きい。

4。2 新中期政策の評価

政府開発援助（ODA ）の新中期政策の政府案は平成16年12月3 日に発表された。筆者は、12月4

日にホームページからダウンロードした政府案にコメントを行い、国民からの意見聴取の期限であ

る平成17年1 月7 日に事務局の外務省に送付した。以下が中期政策の内容の評価結果である。

総論としては、全ての重要な項目を織り込み、しかも戦略的な方向が出ており、新中期政策(案)

を高く評価する。批判的なコメントは以下の通りである。
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基本視点1

・絶対貧困層（の貧困削減）が主な援助対象となっており、国際的な潮流もあって基本的にそれで

いいと思うが、相対的な貧困ももっと考慮されるべきである。所得格差、地域格差の是正がもっ

と取り上げられるべきである。

視点1 に関わる具体的な提案

「（1）貧困削減」の「（イ）貧困削減の考え方」（3 ページ）

・「1 日1 ドル未満」の絶対貧困層だけしか取り上げられていないが、所得格差、地域格差がここで

取り上げられるべきである。地域格差は5 ページの（c）（ii）で取り上げられているが、ここの基

本的「考え方」にも入れた方がよい。

「（ii）均衡のとれた発展」（上述のコメント）（5ページ）

・「経済成長を遂げている国においても、地域間格差の問題が存在する。」→「経済成長を遂げてい

る国においても、所得間格差、地域間格差の問題が存在する。」

「（1）貧困削減」の「（イ）貧困削減の考え方」（3 ページ）

・途上国が貧困削減戦略を「主体的に」立案・実施することを書いた方がよい。そうした自助努力を

支援するという文脈の方がよい。

理由

・我が国の基本方針のひとつである自助努力支援の対象は、HELPLESSPOOR ではなく、やる気の

ある所得レベルで言うともっと上層の貧困層である。

・絶対貧困層の課題は膨大で、しかも現行の欧米主導の政策が成功するかどうかはわからない。具

体的な対象国の多くはアフリカ諸国であり（筆者のフィールド）、悪く言うと泥沼に足を突っ込む

援助となる。それを中心とするのはいいが、我が国の比較優位がない中で、もっと効果が上がり

やすい、例えば貧しい篤農家への支援も含まれるように援助対象に幅を持たせた方がよい。

・1 日l ドルというのは国際的な基準であって、経済改革の過程で為替レートが大幅に切り下げら

れている多くの国では、絶対貧困層との定義に対する反発がある14。しかも、我々は当該国の現状

を見誤る可能性がある。

・貧困問題は基本的に国内の問題であり、それに「主体的に」取り組む「自助努力」に積極的な国

を応援することが、我が国の自助努力支援に対応する。

基本視点2

・国別援助計画策定に当たり、途上国をモデル化あるいは（分類により）グループ化する必要があ

り、それに基づいて個別の援助計画が作成されるべきである。現地の機能強化に伴う援助計画策

定への参画はいいが、それぞれの現地の要望に対応すると膨大な業務の発生となる。東京からあ

る程度の一般的な開発モデル、援助モデル（複数）が示される必要がある。そのための立案体制

の整備と政策研究への支援が望まれる。

・その際に、当該国が位置する地域全体 からみた当該国の特性（位置づけ）をみるといった
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REGIONALAPPROACH がCOUNTRYAPPROACH の前に行われた方がよい15．

視点2 に関わる具体的な提案

「（ロ）（a）発展段階に応じた分野横断的な支援」（3 ページ）

・「各国の個別状況と発展段階に応じた」とした方がよい。5 ページ下から3 行目に「各国の個別状

況と発展段階に応じて」とある。

「（1）援助政策の立案及び実施体制の強化の考え方」（10ページ）

・途上国のモデル化、グループ化を行って、それを元に国別援助計画が作成されるような立案の体

制の整備が述べられた方がよい。

・REGIONALAPPROACH を元に国別援助計画を作成すると書いた方がよい。

・大綱に指摘してある地域研究、開発政策研究に対する支援も加わった方がよい。

理由

・国別アプローチは国の特性をしっかりつかんだ上で、援助するものである。モデル化された、あ

るいは分類によってグループ化された国16に、異なる開発及び援助の戦略が対応する。

・発展段階はひとつの発展モデルを連想するので、上記のモデル化に対応させて、「各国の個別状況」

を加えた方がよりバランスある説明となる。

・REGIONALAPPROACH は国際機関や他ドナーが以前から採用しているもので、本中期政策案

でも、インフラ、環境、平和、感染症などが関係するという記述がある。貿易・投資の自由化によ

り生産面、また社会サービス17の面でも地域全体から見てその国の位置づけを把握する必要があ

る。

・地域研究、開発政策研究は時間がかかるものであるし、有能な研究者の数は限られる。また、リ

サーチを積極的に行って政策提言をするのが、世銀や欧米流である。少し時間をかけた、ただし

政策志向の研究の推進が望まれる。

基本視点3

・日本及びアジアの経験に基づいた開発、援助政策のモデルを打ち出そうという記述が少ない。

理由

・基本視点1 で述べた、我が国の自助努力支援をより強く打ち出すために、アジアの開発経験の呈

示が必要である。また、これは、基本視点2 で述べた開発政策研究の重要なテーマとなりうる。

独立の具体的な提案

「（d）貧困削減のための制度・政策に関する支援」の（ii）（5ページ）

・開発戦略策定に貧困者が参加することが必要である。

理由

・貧困削減戦略ペーパー（PRSP ）の作成過程で、かれらの参加が推奨されてきた。
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5 。 結 果

政策体系でみると、平成4 年 （1992 年）から平成9 年 （1997 年） までは、旧大綱 と第5 次中期目

標が対応している。大綱が政策内容を関わるのに対して、中期目標は量的拡大を述べた ものとして

考えられる。重要なことは、政策を実現するための予算措置が採られているということである。

平成11 年（1999 年）から平成15 年（2003 年）まで は、旧大綱 と中期政策 が並存している。しかし、

平成9 年（1997 年）までと違って、政策の実現化を支える予算措置がない。

旧大綱の評価については、「開発問題の百科全書的」内容 を網羅 するODA 大綱 となっている。 そ

れまで政策が まとまった形で発表されておらず、 また立法府が直接関わらない行政府主導の大綱で

あるためにやむをえない措置 と考 えられる。開発計画論 に沿って筆者が政策目標 を分類・整理した結

果、大綱の政策目標が長期の目標 に対応している。

新大綱の政策内容について は、その本文の最初に、「我が国ODA の目的 は、国際社会の平和 と発

展に貢献し、これを通じて我 が国の安全 と繁栄の確保に資するものである。」とある。これに対して、

筆者は『世界週報』の平成15 年9 月9 日号に載せた論文（「なぜ国益重視のODA なのか」）で批判し

たが、同様にOECD の開発援助委員会（DAC ）が同年12 月に発表した日本の援助審査報告書の中で、

日本政府 に対するDAC 勧告として、「より狭い国益が、 この目的（援助受入国の開発）に優先しな

い ことを確保 すべきであ る。」と述べている。

平成11 年からの中期政策で は、以下のような問題がある。1）中期政策の構造が明確でない。2 ）

中期政策 に挙げられてい る重点課題 には必ずし も主要課題 とみなされない ものが含 まれている。3）

「貧困対策や社会開発分野への支援」 について、受益者そして受益国が我が国の本来の政策目標 に

対応していない。

平成16 年12 月 に発表 された新中期政策 の政府 案は構造的 に上記 の中期政策 の問題を持ってい る

が、その政策内容を評価した結果は以下の通 りである（外務省に送付）。

O 絶対貧困層（の貧困削減）が主な援助対象となっており、国際的な潮流もあって基本的にそれ

でいいが、相対的な貧困ももっと考慮されるべきである。所得格差、地域格差の是正がもっと取

り上げられるべきである。2

）国別援助計画策定に当たり、途上国をモデル化あるいは（分類により）グループ化する必要が

あり、それに基づいて個別の援助計画が作成されるべきである。3

）日本及びアジアの経験に基づいた開発、援助政策のモデルを打ち出そうという記述が少ない。
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（1996 ）."BalanceofPaymentsSupportAidinJapan,"IDSBulletin,Vol.27,No.4.Williamson,J.(2003

）,"FromReformAgendatoDamagedBrandName,"FinanceandDevelopment,September2003.WorldBank(1994

）,AdjustmentinAfrica.WorldBank(1995

）,AContinentinTransition:Sub-SaharanAfricainthe,Mid-1990s.

注

10DA 中期政策評価検討会の主査は、牟田博光 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授。筆者以外のメン

バーは、黒田一雄 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科助教授、三好皓一 立命館アジア太平洋大学大学院ア

ジア太平洋研究科教授（元JICA 企画部次長）、弓削昭子 国連開発計画（UNDP ）東京事務所駐日代表。2

平成3 年（1991年）12月のDAC 上級会合において採択された「DAC 評価原則」に基づく。5 項目は、効率

性、目標達成度、インパクト （効果）、妥当性、自立発展性である。3

平成8 年（1996年）5 月、DAC 第34 回上級会合で採択。4http://www.mofa.gojp/mofaj/gaiko/oda/

、平成17年(2005 年）1 月6 日。5

昭和64年（1988年）から平成4 年（1992年）までの第4 次中期目標は達成された。5 年間のODA 実績の総額

が500億ドルとするのが目標であった。6EconomicandFinancialIndicators.TheEconomist,May8th2004,p.97.

アメリカは－5.]% 。
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7 平成5 年6 月の中期目標の発表に際しては、量的な拡大のみならず、質的改善も提案されている。しかし、

その内容は中期政策の内容と同じで、本質的に質的改善は中期政策の中心であると考えられる。8

『ODA 白書』1999年版、9ページ。9

外務省『我が国の政府開発援助』平成4 年（1992年）版、上巻、54ページ。10

外務省『我が国の政府開発援助』平成4 年（1992年）版、上巻、54ページ。II

下村他（1999）、96ページ。12DAC(2003),PeerReview:Japan,p

。10.EUとUSA が当番で評価を行った。13

英国国際開発省ホームページ、平成17年（2005年）1 月7 日。14

筆者はJICA 招聘の途上国政府計画担当省官僚に講義をしているが、西アフリカのトーゴ人から同様の趣旨

の反論を受けたことがある。15

旧中期政策評価のひとつの提案である。16

経済的分類基準として、所得、債務負担度、輸出競争力、工業化がある。所得は一人当たり水準、規模、成

長率、分配の小基準があり、例えば所得規模で大国モデルと小国モデルに分かれる。世界銀行は対外債務負担

度で、世界の国を重債務、中債務、軽債務に分けている。他に、乾燥国など非経済的な分類基準もある。17

モザンビーク政府保健省の課長が、筆者とのインタビューの中で、高度医療は南アフリカに依存して、モザ

ンビークでは中レベルまでの医療施設にして予防に専念と説明してくれた。
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付表1 二国間ODA 分野別配当分（2001 年）

(東欧・卒業国を含む、約束額ベース、単位:百万ドル、％)
分野＼形態 嘸償資金協丈 技術協力 贈与計 政府貸付等二国間ODA( シェア0/そ

I. 社会インフラ＆サービス 432.57 1127.72 1560.29 505.57 2,065.86 (17.3)
1. 教育 134.43 624.66 759.09 115.36 874.44 (7.3)
2. 保健 120.72 163.28 284 12.41 296.41 (2.5)
3. 人口計画及びリプロダクティプヘルス 13.22 13.22 13.22 (0.1)
4. 水供給及び衛生 163.62 82.71 246.34 377.8 624.14 (5.2)
5. 行政及び市民社会 61.61 61.61 61.61 (0.5)
6. その他社会インフラ 13.79 182.24 196.04 196.04 (1.6)

II. 経済インフラ＆サービス 384.76 192.28 577.05 3583.85 4.160.90 (34.9)
1. 運輸及び貯蔵 348.3 94.79 443.09 2691.94 3,135.03 (26.3)
2. 通信 13.46 19.61 33.08 26.42 59.50 (0.5)
3. エネルギー 23 34.79 57.79 865.49 923.28 (7.7)
4. 銀行及び金融サービス 17.89 17.89 17.89 (0.2)
5. 商業及びその他サービス 25.2 25.2 25.20 (0.2)

【1】.生産セクター 336.49 479.07 815.56 871.41 1,686.98 (14.1)
1. 農林水産業 336.49 300.81 637.31 795.42 1432.73 (12.0)
1） 農業 220,53 220.53 696.14 916.67 (7.7)
2) 林業 12.63 12.63 99.28 111.92 (0.9)
'3） 漁 業 103.33 103.33 103.33 (0.9)

2. 鉱・工業産業 0 152.04 152.04 75.99 228.03 (1.9)
1） 工業 0 75.99 75.99 (0.6)
2） 鉱業 0 0.00 (0.0)
3） 建設 0 0.00 (0.0)

3. 貿易＆観光 0 26.22 26.22 0 26.22 (0.2)
1） 貿易 0 0.00 (0.0)
2） 観光 0 0.00 (0.0)

IV. マルチセクター援助 25.03 85.41 110.44 572.04 682.48 (5.7)
1. 環境保護一般 25,03 51.62 76.65 320.12 396.77 (3.3)
2. 途上国の女性支援(WID) 0.31 0.31 0.31 (0.0)
3. その他マルチセクター 33.48 33.48 251.93 285.40 (2.4)

小 計 1178.B6 1884.48 3063.34 5532.88 8.596.22 (72.1)
V. 商品援助／一般プログラム援助 48.07 0 48.07 0 48.07 (0.4)
1. 世銀/IMF との構造調整支援 0 0.00 (0.0)
2. 開発的食糧援助 48.07 48.07 48.07 (0.4)
3. その他プログラム援助 0 0.00 (0.0)

VI. 債務救済 480.11 480.11 1279.23 1,759.35 (14.8)
VII.緊急援助 21.02 5.45 26.47 26.47 (0.2)
VIII.行政経費等 365.02 1128.95 1493.97 0 1.493.97 (12.5)
1. 行政経費 716.56 716.56 716.56 (6.0)
2. 分類不能 365.02 412.39 777.41 777.41 (6.5)

総 合 計 2093.07 3018.89 5111.96 6812.11 11.924.07 (100.0)

BHN(I+1】1.1十V.2十vi) 838.15 1433.99 2272.13 1301 3573.13 (30.0)
注:(1)構造調整努力支援無償資金協力(ノンプロ無償)及び草の根無償、難民経費については、無償資金協力6

「VIII.2.分類不能」に分類されている。(2)

行政経費には開発啓発費を含む。(3)

四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

出所:外務省『ODA 白書2002 年版J2003 年。
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l 済インフラ＆ サービ スODA(

有償資 金協 力)

付表20DA 融資そOOF （その他政府資金）

OOF

1996 第2 バンコク国際 空港 建設事 業312.23

第 Ⅲ期 首都高 速道 路建設事 業（Ⅱ ）166.12

バンコク地 下鉄 建設事 業265.86

ワットナコンイン橋及び 付帯道 路建 設事 業（n ）100.00

配電網システム信 頼度向 上事 業168.001997

首 都圏 配電網 拡張・改善事 業143.04

バンコク地下鉄 建設事 業（E)326.59

産業環 状道 路建設 事業148.87PEA

送電網 拡充事 業（6-1)155.18

1998 既往 案件内 貨融資346.13

バンコク地下 鉄建設 計il（Ⅲ）233.43

1999バンコク地下鉄建設計画(Ⅳ)642.28

第2バンコク国際空港建設事業(Ⅲ)334.612000
バンコク地下鉄建設計画(V)458.18
第2バンコク国際空港建設事業(IV)185.06

地方幹線道路網改良計画(Ⅲ)195.442002
バンコク230kV地中送電線建設事業103.86

第2バンコク国際空港建設事業(V)347.84

首 都圏配電 公社 に対し輸出 信用57.00

タイ国営 電力 公社 に対して輸 出信 用416.00

69

ODA( 有償資金協力)1997
地方農村開発信用事業(V)123.001998

地方開発・雇用創出農業信用計画183.60
工業化部門強化計画120.941999

農業セクターローン360.00

粒 誇インフフ＆tr－ にÅODA(
有 償 資金協 力)1996

メトロマニラ大都 市圏交 通混雑 緩和 計画263.44

北ネグロス地熱 開発 計画144.60

ルソン 系統民 族支援 送電線 計画149.721998

メトロマニラ大都 市圏交 通混 雑緩和 計画( Ⅲ)236.68

バタンガス港開 発計画(n)145.55

幹線道 路網改 良計画( Ⅲ)135.64

内 航海 運近 代化計画(E)199.901999

幹線道 路網整 備計画(IV)153.84

2000LRT1 号線増強計画（H ）222.62
イロイロ空港開発計画147.24
スービック港湾開発計画164.5

幹線空港開発計画（n ）117.432001
中部ルソン高速道路建設事業419.31

地方開発緊急橋梁建設事業184.882002

OOF
タイ中央銀行にアンタイドローン4800.00
対産業金融公社、対輸出入銀行に各々400.00

製造業 部門 支援プロジェクト600.00

OOF

サンロケ多目 的ダム 建設プロジェクト260.00

★イリハン天 然ガス焚き複合 火力 発電 所プロジェクト238.00

★光ファイバーケーブ ル基 幹ネットワ ーク構 築プロジェクト43C

ODA( 有償資金協力)1998
中部ルソン潅漑計画141.361999

工業支援産業拡充計画(n)353.50
農地改革インフラ整備計画(E)169.902001

出所：筆者作成

OOF

フィリピン 開発 銀行に対 するアンタイドツーステップローン600.

汀産業・民間事 業支 援ツーステップローン195.00


